平成２１年度　第１２回部長会（概要報告）
・日  時　　平成２１年１２月２日（水）午前９時～

・場　所　　八尾市役所庁議室
・出席者　  市長・副市長・教育長・病院事業管理者・水道事業管理者・各部局長等
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田中市長あいさつ

みなさん、おはようございます。

あっという間に１２月まで来てしまいましたが、平成２１年も残すところ、あと１ヶ月を切りました。１２月は、何かと慌しくなろうかと思いますが、各職場とも頑張っていただきたいと思っております。

また、今年度についても、４ヶ月程となりましたが、引き続き、皆さんとともに頑張ってまいりたいと考えています。

そのように申し上げた後に、少しいいにくい話ではありますが、後ほど、人事担当部長からも話しがあるようですが、４週４休の確保と超過勤務の縮減についてお願いをしたいと考えています。水曜日と金曜日のノー残業デーの徹底など、各所属においては業務が繁忙であるということについては、充分理解をしておりますが、不要不急の業務でないかどうかを充分に精査し、所属長をはじめ管理職員一丸となって、適切な勤務時間管理・休日確保をお願いしておきます。

さて、１２月定例会が１１月３０日に開会されましたが、本定例会では、人事院勧告に基づき八尾市職員給与条例の一部改定について条例提案し、初日に可決をいただいております。職員の皆さんにとっては、厳しいものとなっていることは十分承知しておりますが、制度の趣旨を理解いただきご協力をお願いしたいと考えています。

また、本会議の個人質問は９名ということで、毎回、質問には、真摯にお答えし対応していきたいと考えておりますが、先の決算審査特別委員会でも資料等のケアレスミスのご指摘があり、副市長からお詫びを申し上げました。

私自身も資料の作成でミスが非常に多かったように思います。そういったことのないように、議案審議の前提となる資料の作成にあっては、しっかりとチェックをしていただきたいと思います。

次に、１１月１９日、２０日の日程で東京にて開催されました全国市長会理事・評議員合同会議と社会文教委員会に出席いたしました。

今回の会議では、２２年度の全国市長会としての国の施策及び予算に関する提言・要望のうちの厚生労働・環境・文教関係についての審議を行ってまいりました。

また、それに先立った講演のひとつに、厚労省参事官（社会保障担当）から「厚生労働行政をめぐる最近の動向等について」との演題で、最近の社会保障の状況を中心に、緊急雇用対策の基本視点から医療、健康保険、生活保護制度まで、多岐にわたる分野で、話が進められました。
講演後の意見交換では、私から、国民健康保険制度を都道府県単位で行うことについて、意見を述べ、医療保険制度について市町村の現状を訴えてまいりました。

これからも、機会あるごとに発言をしていきたいと考えていますので、国の動向等で情報があれば速やかに報告をお願いしておきます。

７月から順次各地区で開催してまいりましたタウンミーティングにつきましては、１１月３０日の高安西小学校区で開催した時点で、残すところあと一地区となり、ほぼ終りを迎えました。

この間、調整や準備などいろいろな努力をいただき、大変ご苦労様でした。

各地域で、地域包括支援センターの各担当者や地域就労支援相談員の皆さんを紹介でき、地域とのつながりを持ってもらえたことをまずうれしく思っています。また、各部局で担当者が出席し、地域の声をじかに聴いてもらえたことも大きな成果と考えています。

また、これまで、第５次総合計画の策定に向けたタウンミーティングにおいて、市民と直接意見を交わす中で、市民との絆を強め、市民から信頼される市役所、また、市民のニーズに合った公共サービスを効率的・効果的に供給できる市役所となるための取り組みを、全職員が一丸となって今後さらに積極的に推進することが必要と考えます。 

これまでも、市政運営方針や本市の「総合計画」、「やおマニフェスト」、「八尾市行財政改革プログラム」を３つの柱としながら「元気で新しいまち八尾」を目指して取り組んできたわけですが、ここで再度、職員一人ひとりが取り組みに対して認識を深められることを強く希望します。
自分の担当業務が総合計画のどの部分に位置付けられているか、また、自らの業務が行財政改革アクションプログラムのどの部分と関連性があるのかということを、職種や職場の違いに関わらず職員一人ひとりが意識しながら業務にあたる必要があります。職員全員が、総合計画や行財政改革プログラムなど本市が目指す方向を示すプランや指針を認知し、自らの役割を十分理解いただくよう、各部局長におかれては所属職員に指導していただきたいと思います。

多くのことをお話しいたしましたが、一年の締めくくりとして頑張りたいと思っていますので、部局長の皆さんにも力を貸していただき、そして、しっかりと成果を残していただきたいと思っています。

山本副市長あいさつ

３ヶ月間、市長をはじめ皆さんにご迷惑をおかけした。その分、これからも市長を支え、残る任期の中でこの３月間の休養期間を、市長にも市民にもお返ししていきたいし、そのために最大限の努力をしていきたいと考えているので、今後ともよろしくご協力とご支援をお願いし、お礼の言葉とさせていただく。

 eq \o\ad(案件,　　　　)
１　平成２１年度 第２８回職員提案審査結果の報告について　　　光久政策推進担当部長

平成２１年度、第２８回職員提案の審査結果についてご報告申し上げる。

さる７月より９月末日にかけて職員提案募集を行ったところ、研究論文提案が６件、アイデア提案が６件、合計１２件の応募があった。

職員提案については、先般の、職員提案審査会において、視点、独創性、実施効果、実現可能性及び研究度合などを評価基準として、審査を行った結果、研究論文提案においては、応募総数６件のうち、奨励賞に１件該当した。優秀賞、優良賞の該当はなかった。

また、アイデア提案については、応募総数は６件のうち、優良賞に１件該当した。優秀賞、奨励賞の該当はなかった。

なお、受賞者の一覧については、「第２８回職員提案 受賞提案概要及び提案者」のとおりである。

受賞者については、年末に職員表彰を行う予定をしている。提案者本人への結果通知はこの部長会終了後、直接、政策推進課から行い、その他、職員提案総括及び受賞提案内容については、後日、電子キャビネットに掲示する予定としている。

また、各部長におかれては、職員提案の趣旨をご理解いただき、今後の提案内容の具体化にむけて積極的に検討いただきたい。
なお、この職員提案制度については、行政改革の視点からの提案が多く、昨年度から実施している全庁的業務改善運動との関連付けにより、職員の改善意識の醸成と提案内容の実現を効率的に行うため、平成２２年度より、行政改革課の所管事業として取り扱うこととしている。

今回出されたすべての提案についても行政改革に反映させていきたいと考えている。

以上、簡単ではあるが、第２８回職員提案の審査結果についての報告とさせていただく。

※原副市長　提案件数は昨年と比べてどうか。

⇒平野政策推進課長　昨年は研究論文３件とアイデア提案３件だったので、それぞれ増えている。また、提案者が自らの業務に関する提案を行うことが多くなっていることから、行革に移管していくものである。
※野村水道事業管理者
　最近、箕面市の取り組みが新聞報道などで目につくが、参考までにご教示を。
　⇒光久政策推進担当部長　箕面市についてはＩＴなどでも自由な発想のなかで実行していくような気運があるように思うので、参考にしていきたい。

　　　　 ⇒田中市長　市長会で集まると「最近八尾のことが新聞によく出ている。」との話も出る。

箕面の倉田市長は非常に若く、市長会の中では自分と倉田市長が一番よく発言していると思う。箕面市が１０月に発表した、教育用パソコンにサーバからＯＳ（Linux）をダウンロードして再利用する「シンクライアント方式」についても、倉田市長は１年足らずで実現して報道されたが、同じことを自分も就任した２年半前から言ってきている。
それ以外にも彼は名簿の認証やカーシェアリングなど、思いついたことを実践して評価を受けられており、そういう意味では、スピード感が大切だと思う。

国の政権交代に伴い、これからもっとスピードが速くなっていくだろうし、今まではメニューの中からの事業選択でよかったが、今後はそれぞれの部局で考えを練り、他市にない八尾独自の事業などが求められるものと考えている。

また、自分が示すリーダーシップもそうだが、部局長の皆さん方が部下に示すリーダーシップも非常に大切であり、そのことが全国的な八尾市の評価にもつながることにもなる。

また、タウンミーティングでも市民から「たらいまわしにされた。」というような話も聞く。職員の皆さんは一生懸命やってくれていると思うが、相手にそう思われることが、親切丁寧とはならないと思う。
職員提案に際してこのような話をさせていただいたが、提案も含めて、部局長の思いをしっかりと予算や施策、総合計画の中に活かしてもらいたい。

２  資金前途等の公金口座の調査について　　　　　　　　　　　　　　芦田総務部長
公金の管理、特に現金等の取り扱いや保管方法については、従前から、厳正かつ適正に取扱うよう注意喚起しているが、先般の公金詐取事件以降は、適正化推進本部の本部長方針として、

資金前渡の取り扱いを最小限にするとともに、資金前渡する場合は、資金前渡職員の口座への振り込みを原則とするなど、より一層、厳正な公金管理について、指示をさせていただいた。

　しかしながら、他市などでは資金前渡と他の公金や私金との混同が見受けられたケースもあることから、本市としても、さらなる公金管理の重要性を再認識する必要があるため、資金前渡の管理簿や口座の有無、それに加えて、資金前渡以外に各所属で管理されている口座の有無などについて、今回、確認調査を行うものである。

　なお、調査の報告期限は、１２月８日（火）としているので、本日の会議終了後、できるだけ早い段階で、部局内におろしていただくよう、よろしくお願いする。

　また、本件について別途通知はしないので、あわせてよろしくお願いする。

※山本人事担当部長　

資金前渡ではないが、同じような形式で概算払いする旅費についても、昨日の人事担当者会議において、出来るだけ本人口座に振込みしていくことで話し合いをした。一部例外もあるため、少なくとも研修旅費については、本人口座に振込みしていきたいと考えており、準備をすすめているので、よろしくお願いする。

※濱野財政部長

　自分の経験から、各職場の金庫についても、整理する必要があると思う。

※原副市長

　不祥事が起こり、適正化推進本部をたちあげ、幹事会が実務を担い調査を行っている。決算委員会でも、過去に同じような事件があり、繰り返されているとの指摘を受けている。二度とこのようなことがないよう、体制づくり、制度づくりに取り組んでいるので、ご協力をお願いする。

※津田監査事務局長

　資金前渡の口座は、資金前渡で受けたもの限定であり、拡大解釈されないようにお願いしたい。

３　超過勤務の縮減と４週４休の確保について　　　　　　　　　　　山本人事担当部長

多様化する行政サービスを維持するために、最小限の超過勤務や休日出勤はやむを得ない場合もあるものの、職員の心身の健康管理や家庭生活とのバランスを図るためにも特定の職員に偏った休日出勤や超過勤務については見直しが必要である。

超過勤務の縮減や業務の集中する職員に対する業務上の対応については再三にわたり周知してきたが、昨年度から超過勤務時間が大幅に増加しており、また７月から１０月にかけて４週４休を確保できなかった所属があったことから、安全衛生委員会から問題として指摘されたところである。

これらの状況の改善については、抜本的にこれまでの業務範囲や分担、事務のやり方全体を検討することが必要であり、超過勤務の縮減と４週４休を確保するため、所属長はマネジメントとともに次の点に特に留意し、職員へ周知されたい。

１　４週間に４日以上の週休日を確保し、勤務が連続して２４日を超えないこと。

· 週休日とは、土日と振休であり、祝日、年休、特休等はすべて含まれない。

· 常に出退勤システムの所属長画面の中で「４週４休確認」でチェックできる。

· この４週間とは１月１日を基準として４週を区切るため、出退勤システムのお知らせ画面に常に表示している。

２　超過勤務命令は、年間３６０時間(月４５時間)を超えないよう仕事の配分に留意すること。

※ 常に出退勤システムの所属長画面の中で「超勤実績照会」でチェックできる。

３　年度内で２４日を越えて週休日・休日出勤を命じることがないように年度当初から業務の全体を把握すること。

４　水曜日と金曜日のノー残業デーについては、定時退庁を所属職員に徹底し、やむを得ない場合を除き超過勤務命令をしないこと。どうしても当日に超過勤務命令をしなければいけない業務についてはその理由と事業内容を所属長自らが人事担当課へ連絡すること。

　　　※ ノー残業デーが実施できない場合でも同一週内において２日間を確保すること。

　　　※ ノー残業デーの実態把握のため、職場巡視を行う場合があるので、業務以外の職員については定時退庁を徹底すること。

※原副市長

　法令遵守を第一に考えてほしい。

４　平成２２年度定期人事異動の方針について　　　　　　　　　　山本人事担当部長
平成２２年度の定期人事異動にかかる方針について、別紙（封筒にて配布）のとおり通知するので、各所属長への周知をお願いする。

定期人事異動の日程については、お手元の基本方針には４月１日付で行い、内示は３月２６日、発令式は３月２９日を予定としており、現在関係機関と調整中であり、決まり次第改めて通知する。ただし、退職者及び新規採用者の発令は３月３１日の予定で現在調整している。

主な基本方針としては、職場環境がますます厳しさを増している現状ではあるが、職員の能力、適性に応じた人員配置を行い、やりがいを実感できる少数精鋭による活力のある組織づくりを図ることとする。

また、これらを実現するため、前年度から自己申告書に「異動を強く希望し、かつ他に適性がある」と申告した職員については、希望する所属で自分の能力をどのように発揮できるかや、現在の業務での実績などをＰＲするものとして、別紙として添付し、申告してもらうよう変更している。（ただし、係長級以下）

昨年度については、提出した２０名のうち６５％を異動した。ＰＲ内容が評価できるものの職場実態との関係で異動できなかった職員については今年度も対象として検討するので、周知をお願いする。

最近、人材育成と適性把握を目的として進めている新規採用職員のジョブローテーションは原則３年とし、５年以内には全員を異動することとしている。なお、所属によっては、長期在職を必要とする意見もあるが、本人の人材育成とキャリア形成のためにも、必要なことと考えているので、共通の認識をお願いするとともに、所属長への周知とご理解を改めてお願いする。こういった状況を踏まえ、新規採用後１回目の異動では留保できないので了承いただきたい。

異動対象は在職５年以上としているが、今回の公金詐取事件を踏まえ、特に１０年以上の長期在職者のうち同一業務に携わっている職員については、一部の専門職を除き、極力配置換えを行うものとする。

例年、「配置換留保」の基準については、業務運営上特に留保が必要と所属長が認めた場合としているが、職員の人材育成の観点から１年限りとしており、前年度留保した者は認めないのでよろしくお願いする。

　役職年齢制限については、今年度末をもって廃止となっており、対象となる者はいない。

これにともなう、各部長へのヒアリングを１月１８日（月）以降実施したい。

なお、封筒にて配布している「人事異動参考資料」については、各職場の実態及び職員の状況を把握するために必要となるので、必ず１月１２日（火）までに人事課へ提出をお願いする。

なお、夏の人事ヒアリングにおける人員計画について集計したところ、平成２２年度の全所属要望人員は９５名の増員となっている。集中改革プランの定員適正化を進めている中で、今年度も積極的な採用を行っているが、団塊の世代の退職が続いており、この要望に対応することはできないので、ヒアリング調書については十分に精査した上で作成していただくようお願いする。

※道本建築都市部長

　部長ヒアリングの予定表はどこにあるのか。

　⇒山本人事担当部長　羅針盤のキャビネットに掲載している。
※岡村教育次長

　事件もそうだったが、定年前の長期在職者についても、この方針を適用する理解でよいか。

　⇒山本人事担当部長　この件については、決算委員会では温情的だと指摘をいただいたが、決してそういう意味で異動させていないわけではない。そういう状況に陥るまでに手を打つのが我々の使命と考えているので、職場の体制についてご提案をいただければと思う。
※山本市立病院事務局長　

方向性はよく理解できるが、病院の場合は、ドクターやナース、検査技師などはプロで、一生病院で従事するが、事務局のみが今の方針でいけばそうはならない。それが今の経営悪化のひとつの原因になっている。消防などの技術職は、内部異動はあっても人事異動の対象にはなっていない。今の方針が病院にも適用されるなら、経営という大きな視点を持った職員採用を考えていく必要があると思う。

　⇒山本人事担当部長　専門職は別と考えている。また、事務局職員は局長の発言も理解はできるが、一定異動は必要と考えている。職員を動かし、キャリアを形成させて育てるという考えを持っているので、職場実態ともあわせて相談させてもらいたい。

※田中市長

病院や消防など職員を配置してきている職場もあるが、全体としては集中改革プランで職員を減らしてきている。一方で、業務は多忙となっており、その点については、各所属でご苦労をおかけしている。少数精鋭の中、所属職員への人事管理にも注意を払ってもらいたい。

５　人事評価制度の拡大と人事評価者研修の実施について　　　　　山本人事担当部長
本市では、平成１５年度から管理職員を対象に、能力開発を促し支援するために「実績評価」と「能力評価及び意欲・行動評価」の二本柱からなる人事評価制度を導入し、制度の充実に努めてきた。

今年度には、人事評価制度の対象者を拡大するため、監督職及び一般職へ「能力評価」の試行実施を予定しているところである。詳細は、１月部長会で、改めて報告を予定している。

対象者を監督職及び一般職に拡大するにあたっては、評価者である管理職の役割が特に重要となる。今回の研修では、人事評価制度の最近の傾向と組織管理上の必要性について理解を深め、人材育成を主眼とする人事評価制度の重要性と今後の運用について認識していただきたいと考えている。

多忙な時期ではあるが、昨年度に続き部局長の参加並びに部局内所属長の参加の指示について、よろしくお願いする。

〈 人事評価者研修の概要　〉

1 研修日時 ： １２月２１日（月）　午前の部（午前１０時～正午）

午後の部（午後１時～３時）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※どちらかを選択し、必ず受講してください。

② テーマ ： 「人材育成につなげる人事評価のあり方」

③ 研修の対象者 ： 部局長及び所属長全員

※ただし、人事評価を行う部下のいない理事、次長、参事、課長補佐は今回の研修の対象外
※斉藤こども未来部長

　一般職、監督職の人事評価者は誰がするのか。また、その研修はどうするのか。
　⇒山本人事担当部長　一般職の一次評価者は係長となるが、詳しくは１月にお伝えする。

６　平成２１年度 内部環境監査（定期監査）の実施について　　　 門田経済環境部長

　環境マネジメントシステムの平成２１年度 定期内部環境監査を平成２２年１月１３日（水）～１５日（金）の３日間で実施する。

今年度から定期監査を８月に各所属課対象に、１月に各部局を対象に年２回実施するので、今回は市役所全体と各部局のみの監査となる。

被監査部局については、水道局と市立病院を除く１３部局になる。

被監査者は市役所全体では環境管理責任者の経済環境部長、事務局の環境保全課になり、実行責任者は自席待機となる。

各部局では部局環境管理責任者の部長、部局環境管理総括者の部総務課長になる。被監査者の意向により課長・環境保全推進員等の同席も可能である。
 　 詳しい内容については後日、部局環境管理責任者の部長と部局環境管理総括者の部総務課長に電子メールにて通知する。
ＫＥＳ認証確認審査について

　平成２２年２月１２日に本庁と清掃庁舎において、ＫＥＳ環境マネジメントシステムの認証確認審査が実施される予定である。
　　オープニングミーティングでは最高責任者の市長、部局環境管理責任者の部長、環境管理責任者の経済環境部長、実行責任者、内部環境監査責任者、事務局の出席が必要になる。また、部門別審査(６部局)も実施される。詳しいことは１月の部長会でお知らせする。
７  その他案件
（１） 年末年始行事について　　　　　　　　　　　　　　　　　　芦田総務部長
年末年始行事についてご報告申し上げる。

お手元の資料をご覧いただきたい。職員表彰式、仕事納め式、仕事始め式、年賀交礼会についてご覧の日時・場所で執り行うので、よろしくお願いする。

「仕事納め式」、「始め式」には、業務に支障の無い範囲での管理職員の出席をお願いする。

　　「年賀交礼会」については、各団体への年末年始の挨拶を取りやめ、この年賀交礼会において年始の挨拶を行っていただくこととなっていることから、出席対象職員は課長級以上とし、例年どおり、案内役として対応していただきたく周知方よろしくお願いする。

なお、服装はスーツで、記章及び名札着用であるが、名札については、現在使用しているものの着用をお願いする。
交通については、出席者用の近鉄バスによるシャトルバスを「近鉄八尾駅前～市役所前バス停～総合体育館」の間を資料記載のとおり運行するので、出席関係者から問い合わせがあった際にはよろしくお願いする。

　　 なお、職員駐車場については、高美中学校を用意しているが、駐車可能台数も少ないことから、できる限り他の交通手段等にてご参集いただくようお願いする。

　 　また、昨年度と同様に、予算の適正な執行と危機管理の対応のため、出席人数を事前に把握するため、往復はがきによる案内と、当日出席される方は、名札の着用をしていただくこととしている。対象者が約１,２００名にのぼることから、後日返信があった後に、出席者について各関係所属にて名札の作成と、出欠の確認についてご協力申し上げる。

　 　なお、「職員功績表彰」並びに「永年勤続表彰」についてであるが、被表彰者については、１２月９日に開催する職員表彰審査委員会終了後に、所属部長に内示等させていただく予定としている。
職員表彰式には、全部長級と被表彰者の属する所属長の出席をよろしくお願いする。
※野村水道事業管理者

　昨年もお願いしたと思うが、市としての年末年始の行事とするなら、出初め式についても是非一覧に掲載してもらいたい。

※原副市長

　昨年は経済状況の悪化で失業者が多く、年末に福祉で相談体制を組んだように思うが。

　⇒木村健康福祉部長　１１月３０日に大阪府内のすべてのハローワークで、ワンストップサービスの相談会があった。その中で、布施ハローワークは３７名と少なく、生活保護の相談もなく、住宅手当の相談が１件だけであった。これらの状況から、すでに日常業務で取り組んでいることもあり、特別の体制は取らず、国のワンストップデーを周知していくことで考えている。

（２） 八尾市防災訓練の実施について　　　　　　　　　　　　　　芦田総務部長
　   １０月の部長会において、ご報告したように、本年度の八尾市防災訓練は、平成２２年１月３１日（日）午前９時から大阪府中部広域防災拠点で実施する。

訓練の概要については、別添の「平成２１年度八尾市防災訓練の実施概要について」をご参照いただきたい。
各部局長におかれては、公私何かとお忙しいところではあるが、後日、案内文書を送付するので、ご出席方よろしくお願いする。

また、職員の応援体制の依頼についても、各所属長宛に文書で依頼をさせていただくので、今年度は、消防職員を除いて、全体で４０名程度の応援体制を予定しており、各部から職員の応援をお願いする。

応援いただく職員には、１月１５日（金)午後１時から説明会を開催させていただく予定である。あらためてご案内させていただくので、よろしくお願いする。

さて、今年は、４月に、北朝鮮の飛翔体事象や、５月以降、国内において、新型インフルエンザの集団感染がみられるなど危機事象が発生するほか、自然災害による事象として、７月に、山口県防府市での豪雨災害、１０月には、台風１８号に伴う災害被害が発生した。

これら災害等の発生時には、関係機関等と連携を図りながら、迅速かつ的確に対応することが、今後、益々重要になることから、先月２６日、八尾市内日本郵政グループとの間で、災害時相互協力に関する協定を締結し、市内で地震等の災害が発生した場合には、「市内の被災状況等の情報の相互提供」や「避難場所、物資集積場所等として施設や用地の相互利用」など協力を要請することとした。

平成２１年度の防災訓練についても、医療機関との連携をテーマの一つとして、大規模地震に伴う集団災害訓練を実施するほか、自主防災組織など地域住民による災害時要援護者の安否確認訓練を実施する。

訓練に参加いただく医療機関として、市立病院や大阪府中河内救命救急センターのほか、八尾市医師会のご協力を得て、医真会病院、八尾徳洲会病院などの医療機関の先生方にご参加をいただき、トリアージや現場応急処置などを実施する予定である。

以上、平成２１年度八尾市防災訓練の概要とご協力のお願いとする。
※武田市民ふれあい担当部長　

今回は住民避難とトリアージということだが、八尾市防災計画との関連性を明確にして、周知徹底した方がいいのではないか。

　⇒芦田総務部長　防災計画の位置付けとして防災訓練を実施するが、明確になっていないということであるので、応援要請時にその趣旨を付け加え明確にさせていただく。

※光久政策推進担当部長　

防災訓練は、従来から災害を想定し、関係機関が一同に会して訓練をするもので、そこから地域住民が自分たちのこととして防災を考えたものが、自主防災組織の結成等につながっている。今回、中部防災拠点で実施されることで、従来からの訓練の趣旨を変えられたものと思う。

また、各所管が参加できるような訓練は、各部局に防災対応として何が求められているかを認識でき、災害時におけるそれぞれの役割を理解できることにつながるものと考える。また、災害が起こったときに適切な防災体制が取れるような本部機能立上げを即時に構成できることが一番大事だと思う。地震の場合は３日間が勝負であり、この３日間に何が必要かを考えた中で訓練ができれば、さらに内容がいいものになると思う。

（３）公務員倫理研修について　　　　　　　　　　　　　　山本人事担当部長
　１２月１５日火曜日午後１時から３時の２時間、公務員倫理研修を実施する。本研修は、公務員倫理とコンプライアンス意識の向上を目的として、毎年度実施しているが、今年度はテーマを「公務員倫理Q&A あなたはどのように行動しますか」とし、公務現場の第一線で職務を遂行する一般職員、監督職員を対象に、具体的な事例を考察する中から、公務員倫理、コンプライアンス意識の向上を図ることを目的としている。

公務員倫理の確立については、毎年度専門研修である本研修に加えて、基本研修などでの研修を実施しているが、今年度は特に市民の信頼を損ねる事件が生じている点も踏まえ、年末の多忙な時期ではあるが、各所属必ず１名の参加をしていただくよう所属長への周知をお願いする。

また、年明け１月１３日水曜日の午前１０時より、今回の公金詐取事件をふまえ、管理職を対象とした「公務員倫理研修」（講師は、疋田顧問弁護士）を別途実施するので、必ず所属長が参加するよう周知いただきたい。

（４）お詫びとご報告について　　　　　　　　　　　　　　　武田市民ふれあい担当部長

　　お詫びとご報告を申し上げたい。

まず、昨日付で当所管から懲戒処分者を出したことについてお詫びしたい。当該職員については、かねてから体調不良で休みがちであり、所属長や人事担当とも十分協議しながら指導にあたってきたが、改善がみられず、このたび戒告処分となったものである。

昨日付で人事担当部長から、厳正な服務規律の確保と綱紀の粛正について、依命通知が出されており、管理職全体として今後の人事管理に十分配慮してまいりたいと考えている。

次に報告であるが、例年大晦日に近鉄八尾駅前で「河内音頭カウントダウンライブ」を実施しているが、今年度から市主催はやめさせていただくことで、河内音頭連盟さんの方で協議を進めていただいている。この河内音頭カウントダウンライブは、平成１３年から８年間実施し、八尾の年末年始の風物詩としてかなり定着してきたと思うが、今回、市の関与の縮小という判断をさせていただいた。なお、伝統的文化である河内音頭の発展・継承については、引き続き取り組んでまいりたいと考えているので、よろしくお願いする。

（５）タウンミーティングについて　　　　　　　　　　　　光久政策推進担当部長

　　八尾市では現総合計画において地域経営を推進することとしており、各地区の特性を活かした行政推進を図る必要があると考えている。

昨年から実施しているタウンミーティングは、今年度で２年目となる。本年度のタウンミーティングは、７月４日の美園小学校区から１１月３０日の高安西小学校区まで全２７回にわたり実施をしてきたところである。
この間、職員のみなさまには当日の運営や事前準備の分担、また、市民意見に対する回答の作成等にご協力を賜るなど、タウンミーティングの実施に各所属をあげてご協力いただいたことに心からお礼を申し上げる。

現在、残る高安中学校区については、地元と日程調整を行っているところで、開催日が決まればお知らせをさせていただくので、ご協力をお願い申し上げる。
本年度のタウンミーティングは、「元気で持続可能なまちづくり～総合計画、地域別計画と（仮称）わがまち推進計画について～」をテーマに、地域での活動などから地域が感じておられる課題等についてご意見やご提案をお願いした。いただいたご提案は、美化や福祉、子どもの安全、防災など、多岐にわたり、市民の皆様が安全安心なまちを自ら作ろうという意気込みが感じられたところである。市民の方が、地域の課題、将来の姿を考える場合、拠点整備としてのＪＲ八尾駅周辺整備、旧市立病院跡地活用、空港西側跡地、国有地売却などへの関心や期待、道路整備や河川改修といった希望を多く持っておられることも、このタウンミーティングを通じて改めて実感したところである。また、昨今の社会情勢を意識したご意見もあり、雇用や格差、新型インフルエンザ対策などへのご質問やご意見もいただいた。
今後、総合計画の基本計画の「地域別計画」づくりが本格化するが、タウンミーティングでいただいた内容をふまえながら、総合計画策定プロジェクトチームとコミュニティ推進スタッフで取りまとめを行い、１月以降に庁内議論をお願いする予定であるので、引き続きよろしくお願いを申し上げる。

今回、市内各校区で、のべ１,４４３名のみなさまのご参加をいただき、タウンミーティングでの経験を通じて、今後本市がめざす市民とともに歩むまちづくりに向け、更に深まりのある取り組みが進められればと考えている。みなさま方のご理解とご協力に感謝申し上げ、ご報告とさせていただく。

※山本副市長

　市長が直接地域に出向き、市民誰もの意見を聞くというスタンスで２年間やってきたが、

自分の認識では、このような取り組みをされている市は他になく、誉れ高い政策を進めているものという自負があるが、八尾市のやり方においてトップの、思いをこめて実施しているというメッセージ性が弱いように思う。どこの市でもやっているものではないということを、職員には自信を持ってすすめていただきたいし、そのことを市民の皆様に分かってもらう必要がある。

　市長の思いと行政マンの思いとで、相当な乖離があるのではないか。特別職をはじめ、職員もこれだけの回数を出向くのは正直大変だったと思うが、これによって必ず地方自治がすすむという確信を持ってやっていくことをメッセージとして伝えることが大事である。

　そういうことも含めて、八尾市が行っているこの件についての考えを述べてほしい。

　⇒光久政策推進担当部長　各部局や多くの市民の方の参加をいただいている。従来の市民参加から住民が主体的にまちづくりを考える地域分権を推し進めていきたいと考えている。今の総合計画にも協働や地域経営が位置付けられているが、新総計では今の総計より色濃く地域分権を位置づけていきたいと考えている。また、タウンミーティングへの参加者のスタイルも昨年の要望型から、変わりつつある。市長が地域に出向かれることは意義のあることなので、この２年間の成果を生かして次のステップに入っていきたい。

　⇒山本副市長　それでよいが、間違いなく八尾市の未来づくりにつながるものであり、我々の自信が大事だと思う。
（６）予算要求の状況について　　　　　　　　　　　　　濱野財政部長

平成２１年度予算編成に当たっては、引き続き厳しい財政状況の中、総合計画実施計画、マニフェスト実行計画に基づく予算化を図るため、歳入歳出全般にわたっての改革に取り組むこととした「予算編成方針」を１０月に示させていただいた。各部局には、経常経費の一部に実質５％のマイナスシーリングを設定するなど、一般財源の抑制をお願いしたところである。その結果、３部を除いて、概ねシーリングを遵守していただいた状況であり、各部局のご協力に感謝する。

一般会計の予算要求の全体の状況としては、歳入歳出差し引き６５億円もの収支不足が生じた状況であったが、その後、各課より予算要求内容のヒアリングを実施させていただき、　財政課にて、予算査定を行っているところであるが、１２月１日時点で歳入歳出差し引きは、４７億円の歳出オーバーとなっており、基金を当初の計画どおり３５億円取崩すとしても、なお約１２億円の収支不足が生じている大変厳しい状況である。この収支不足については、今後の予算査定により解消していかなければならないが、本年度は特に緊急性、今なぜ実施しなければならないのかという視点で査定をする必要があると考えている。

各部局においては、行政需要が増大する中で、歳入の確保、歳出削減のために様々な努力をいただいているところであるが、収支均衡を図るためには、厳しい査定を行わざるを得ない状況にあることをご理解いただくよう、お願い申し上げる。

　※山本副市長
　　政権交代し、社会状況が変わってきているなかで市民が求めている財政運営と、財政部長が説明された財政運営とでは、かなり乖離があるように思う。これまでどおりの説明の繰り返しでは説得力がない。もう一歩踏み込んで財政としての意見を言ってほしい。

　　⇒濱野財政部長　施策と財政は両輪で、施策選択すればお金はついていかざるを得ない。そのため、総枠でマイナスシーリングさせていただいている。ただ、総枠を抑えると経常経費などに大きな影響を受け、人件費などの議論も出てくる。ＪＲ八尾駅再開発事業や久宝寺線、それに庁舎周辺事業など、ここ５年間では大型事業が多数あるが、事業の優先順位をつけたうえで事業費の平準化などの手法を取らざるを得ない状況にある。

　　　　　　　　　　したがって、予算査定は厳しい状況である。

　　⇒山本副市長　歳出削減も大事だが、歳入確保も大事だ。市全体のリーダーシップとして財政が中心になって施策、政策として高めていく必要がある。事業部門からするとまた同じ主張と思われても仕方がない。問題提起とさせていただく。

　　⇒濱野財政部長　歳入の件については、新たな財源確保でいずれ各部局にお願いしたいと考えているが、現在の厳しい経済状況もあり、もう少し見極めが必要かと考えている。

※原副市長

今年最後の部長会。厳しい時代にあって、お互い本音で語りあって、ここで意見交換することも重要だ。

　※田中市長

　　部局配当の５％については、部局として、部局マネジメントの実現のため、是非これだけは実現したいというようなものを提案してほしい。予算にはやるべきものはやる、縮小すべきは縮小するというメリハリが大事。部局長の思いをしっかりと予算にも出してほしい。

　　では、最後に病院事業管理者から中間報告について発言をお願いする。

○ 病院事業の中間報告について　　　　　　　　　　　　　　阪口病院事業管理者

　　病院事業については、経営改善が喫緊の課題となり、今年４月から全部適用としたところである。また、改革プランでは３ヵ年の資金ベースで合理化を図ることとし、それに基づく予算をたてたものである。

　上半期は、予算ベースでは計画どおりすすんでおり、下半期もこれを継続することで、今年度は目標達成ができると考えている。

　しかしながら、来年度はまた一段上の目標を立てているので、厳しい状況は続くものの、今の状況を継続することによって、改革プランの目標は達成できる流れになっている。

危機的な状況は、いろいろなところで言われているが、公立病院としてあり続け、市民に安全で信頼できる医療を提供し続けることに職員一丸となって取り組んでいるので、よろしくご理解をお願いする。















